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厚生労働省
調査実施

11 月 24 日
結果公表｢過重労働解消相談ダイヤル｣

今回は厚生労働省が 11月の｢過重労働解消キャンペーン｣の一環として
10月 28日に実施した｢過重労働解消相談ダイヤル｣の相談結果をご紹介します。

●｢過重労働解消キャンペーン｣とは
平成 28年に閣議決定された｢ニッポン一億総活躍プラン｣や､平成 29年に内閣総理大臣を議長とする｢働き方
改革実現会議｣で決定された｢働き方改革実行計画｣において､働き方改革の実行･実現のため長時間労働の是正に
向けた取組を強化する旨が盛り込まれるなど､長時間労働対策の強化が喫緊の課題となっています。このため、
厚生労働省は｢過労死等防止啓発月間｣の一環として｢過重労働解消キャンペーン｣を 11月に実施していました。

今回実施された｢過重労働解消相談ダイヤル｣には、単日ながら合計で 367 件の相談が寄せられています。主な相談の
内容・件数・割合としては以下通りになっております。

※件数は相談内容ごとに計上。括弧内は相談件数
　367 件に対する割合。
　なお１件の相談に対して複数の相談内容が含ま
　れることもあるため､総合計が 100％になりません。

■主な相談内容（※）

長時間労働･過重労働
賃金不払残業
パワハラ

136 件（37.0％）
110 件（29.9％）
28件（7.6％）

■相談者の属性（※）

労働者
労働者の家族
その他

200 件（54.4％）
106 件（28.8％）
36件（9.8％）

■主な事業場の業種（※）

保健衛生業
商　業
製造業

47件（12.8％）
45件（12.2％）
41件（11.1％）

結果を見ますと【長時間労働・過重労働】に
関する相談が 136 件 (37.0％) で一番多く、
次いで【賃金不払残業】が 110 件 (29.9％)
となり、全体の 65％以上がこの 2つの内容
に関する相談という結果になりました。

厚生労働省では相談のうち、労働基準関連法
令上、問題があると認められる事案について
は、相談者の希望を確認した上で労働基準監
督署に情報提供を行い、監督指導を実施する
などの対応を行っています。
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ヒューマン・プライム 年末年始休業についてのお知らせ
休業期間︓2017 年 12 月 29 日（金曜日）～ 2018 年 1 月 4 日（木曜日）
ご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。
なお、ホームページからのお問い合わせにつきましても、2017 年 1月 5日以降順次回答を
させていただきます。


